
 

 

 

 

筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 
 

 

 

 

 

 

令和 5 年 11 月 

筑 紫 野 市  



１．事業の目的 

低炭素・脱炭素社会の形成を図るため、第三次筑紫野市環境基本計画等に基づき二酸化炭

素をはじめとする温室効果ガス削減に取り組むことにより、地球温暖化対策と気候変動対

策を推進するとともに、エネルギー価格が高騰の一途をたどる昨今の情勢のもと、電力需要

の縮減、抑制による財政負担の軽減を図る必要が生じている。 

そのため、公共施設の照明設備を賃貸借方式により LED 照明に更新するにあたり、事業

者から、優れたノウハウを生かした提案を受け、最適な者を選定するため、公募型プロポー

ザル方式により、照明設備の賃貸借（リース）及び維持管理等に関して一括提案する事業者

を広く募集する。 

 

２．事業の概要 

(1) 事業名称 

筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業 

 

(2) 事業の内容 

「筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業仕様書」のとおり 

 

(3) 対象施設及び照明器具の種別、数量 

「筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業仕様書 別紙１」のとおり 

 

(4) 工事完了期限 

契約締結の翌日から令和 7 年 1 月 31 日まで 

 

(5) 賃貸借期間 

令和７年２月１日から令和 17 年 1 月 31 日まで（120 か月） 

 

(6) 提案限度額 

285,480,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

※消費税及び地方消費税の税率については、現行の標準税率（10％）で計算するものと

し、契約期間中に税制改正が行われた場合は、関係法令に基づき、その都度、協議に

より対応を決定するものとする。 

 

(7) 本事業の担当課（事務局） 

筑紫野市 企画政策部 企画政策課 企画政策担当 

郵便番号 818-8686 

所在地 筑紫野市石崎一丁目 1 番１号 



電話 (092)923－1111 

ﾌｧｯｸｽ (092)923－1134 

E-mail kikaku@city.chikushino.fukuoka.jp 

なお、本事業全体の進行管理、連絡調整等は企画政策課で行うが、各公共施設の詳細に

ついては、企画政策課の指示のもと各施設の所管課と協議、調整を行うものとする。 

 

(8) 業務のスケジュール（予定） 

実施内容 実施期間 

実施要領等の配布 令和 5 年 11 月 13 日(月) 

仕様等に関する質問受付期間 令和 5 年 11 月 13 日(月)～5 年 11 月 17 日(金) 

仕様等に関する質問回答 令和 5 年 11 月 22 日(水) 

参加表明書等受付期間 令和 5 年 11 月 22 日(水)～5 年 11 月 28 日(火) 

企画提案書受付期間 令和 5 年 11 月 29 日(水)～5 年 12 月 12 日(火) 

プレゼンテーション審査 令和 5 年 12 月中旬 

審査結果通知（優先交渉権者の選定） 令和 5 年 12 月下旬 

契約締結 令和 6 年 1 月上旬 

工事期間 令和 7 年 1 月 31 日(金)まで 

リース期間 令和 7 年 2 月 1 日(土)～17 年 1 月 31 日(水) 

 

３．業者選定方式 

(1) 方式 

公募型プロポーザル方式 

(2) 選定手順 

筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業プロポーザル審査委員会（以下「審査委

員会」という。）において、企画提案書等の内容の聴取等（プレゼンテーション及びヒ

アリング）を実施し、技術的に最適な者（以下「最適者」という。）及び次点者を選定

する。 

審査の結果、その評価が一定の基準に満たなかった場合は、最適者及び次点者を特定

しない。また、企画提案書等を提出する者が１者の場合であっても、プレゼンテーショ

ン及びヒアリング審査を行う。 

(3) 役割と業務 

①本事業で必要とする役割と分担業務は次のとおりとする。 

ａ リース役割 

照明器具の賃貸借及び管理、契約等の諸手続 

ｂ 機器納入役割 

照明器具及び付属品の製造 



ｃ 施工管理役割 

 照明器具の更新工事の計画策定及び施工管理に係る業務 

d 施工役割 

照明器具の更新工事に係る全ての業務 

e その他の役割 

上記ａ～ｃ以外の本事業に必要とされる業務 

②プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、①ｂ、ｃ、ｄ、

e の役割を明らかにすること。 

 

４．参加資格 

筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業プロポーザル実施要綱第 3 条に規定する参

加資格を全て満たすこと。「３．業者選定方法 (3)役割と業務」の規定による委託先事業

者についても同様とする。 

 

５．参加に関する留意事項 

①費用負担 

企画提案書の作成等、本プロポーザルへの参加に要する経費は参加者の負担とする。 

②提出書類の取扱い及び著作権 

提出書類の著作権は、参加者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。 

③特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外

の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、

施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、参加者が負うもの

とする。 

④本市からの提供資料 

本市が提供する資料は、参加に係る準備、検討以外の目的で使用してはならない。 

⑤企画提案 

１参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

⑥複数の参加者の構成員になることの禁止 

参加者の構成員は、他の参加者の構成となることができない。 

⑦提出書類 

提出書類については、後日参考資料を求めることがある。 

⑧虚偽記載の禁止 

参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効と

する。 

 



６．プロポーザル参加表明書の提出 

(1) 提出書類 

ア 様式第１号「参加表明書」及び次の添付資料を併せて提出すること。なお、添付資 

料には、各々の書類符号を記したインデックスを付け、提出すること。 

ａ 様式第５号企業情報 

ｂ 様式第６号 LED 照明灯導入事業業務実績（契約書の写し等確認できる書類添付） 

ｃ 様式第７号誓約書 

ｄ 様式第９号グループ構成表 

ｅ 商業登記簿謄本 

※現に効力を有する部分の謄本で、受付日前 6 か月以内に発行されたもの。 

ｆ 納税証明書 

最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各１通ずつ、事

務所が複数ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出する。 

ｇ 財務諸表 

最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分（損失処理）計算書等の財務

諸表を綴じたもの。 

ｈ 事業者間の業務分担に関する合意書（任意様式） 

※共同事業体を構成する場合には、別途本市に提出すること。なお、合意書には、

共同事業体すべてが本市に対し、法令上可能な範囲で連帯責任を負う旨を示す

条項を含むこと。 

※リース事業者は、ａ～ｈの書類を添付し、施工業者及び器具メーカー者は、ａ、

ｇの書類を添付すること。 

（2） 提出部数 正本 1 部 

（3） 提出期限 上記「２．事業の概要（8）業務のスケジュール」のとおり 

（4） 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、締切日に必着のこと。） 

受付時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで（土・日曜・祝日を除く） 

（5） 提出先 

上記「２．事業の概要（7）本事業の担当課（事務局）」 

（6） 提出書類の内容に変更が生じた場合は、様式第２号「参加表明書変更届」及び変更し

た内容等を証明できる書類（任意書式）を提出すること。なお、提出期限以降の提出書

類の差替え、訂正及び再提出は原則として認めない。 

（7） 参加表明書提出後において、辞退する場合は、様式第３号「参加表明辞退届」を提出

すること。 

 

 



７．質問及び回答について 

本プロポーザル参加表明書等に関する質問及び企画提案書等に関する質問を次のとお

り受付ける。なお、電話や来訪による口頭での質問や期限を過ぎた質問は受付けない。 

(1) 提出書類 

様式第４号「仕様等に関する質疑書」 

(2) 提出期限 

「２．事業の概要（8）業務のスケジュール」のとおり 

(3) 提出方法 

電子メールのみ。なお、送信後、担当課（事務局）に必ず連絡すること。 

件名は、「仕様等に関する質疑書（公共施設 LED 照明設備リース事業）」とし、仕様

等に関する質疑書を添付し、送信すること。 

受付時間は午前 8 時 30 分から午後５時 00 分までとする。（土・日曜・祝日を除く） 

(4) 提出先 

「２．事業の概要（7）本事業の担当課（事務局）」 

(5) 回答日 

「２．事業の概要（8）業務のスケジュール」のとおり 

(6) 回答方法 

回答については、電子メールにより全参加者に対し回答するものとする。なお、回答

に対する再質問は受付けない。 

 

8．企画提案書について 

(1) 作成要領 

ア 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に定める

ものとし、原則として A4 判の縦に横書きとする。なお、文字フォントは 11 ポイン

ト以上とすること。 

イ A4 判以外の資料等については、A4 判サイズに折り込むこと。 

ウ 企画提案書は、提出以降の差替え及び再提出は認めない。 

エ 採用した企画提案書の著作権は、企画提案者に帰属するが、市は無条件でその使用

権を持つ。 

オ 受理した書類は返却しない。 

カ 受理した企画提案内容及び実施方法については、原則、変更は認めない。ただし、

現場の状況及び不測の事態によりこれによりがたい場合は、企画提案者と市で協議

する。 

(2) 企画提案書の構成 

①導入スケジュール 

令和５年度から令和６年度までの各年度における現地調査、詳細協議、契約の締結、



更新工事及び賃貸借の開始等の一連の工程表を任意の様式にて提出すること。 

②施工計画に関する提案 

ａ 施工方法・作業期間 

別紙１「対象施設一覧」に示した施設又は用途ごとに、施工方法や作業期間等につ

いて配慮又は工夫する点を記載すること。 

ｂ 施工体制 

工事全体に占める筑紫野市内の事業者が請け負う工事費の割合など市内事業者の

積極的な活用及び地域経済の活性化に資する点を記載すること。 

ｃ 品質管理 

施工の品質を確保するための施工管理方法、試験方法及び基準値等について記載

すること。 

ｄ 連絡体制 

災害や事故等が発生した際の連絡体制について記載すること。 

③使用機器に関する提案 

施設、用途又は器具種別ごとに、どのような基準で照明器具を選定するか記載するこ

と。また、必要に応じて、器具の姿図や性能等が分かる資料を添付すること。 

添付する資料については、(1)に規定する書式等に拠る必要はないが、枚数が過剰と

ならないよう簡潔にまとめること。 

④物品保守に関する提案 

ａ 保守体制 

定期点検等の有無や不具合時の対応体制について記載すること。また、筑紫野市内

の電気工事事業者の積極的な活用を踏まえた体制とすること。 

ｂ 保証内容 

保証される対象、期間及び内容並びに保証対象外となる事由等について記載する

こと。 

⑤その他の提案 

①～④までの内容以外に、本市にとって有益性のある提案があれば記載すること。 

（例：賃貸借契約終了時の照度保証、機能の追加、削減効果の検証等） 

(3) 見積書の内訳（任意様式） 

施設ごとの金額、照明器具ごとの単価及びそれにかかる施工内訳が分かる内訳明細書

を添付すること。ただし、大規模な仮設足場等で照明器具の単価として加算することがふ

さわしくないものについては、別項目で計上するものとする。 

(4) 提出資料 

提出書類には、次のアからオまでの各々の書類符号を記したインデックスを付け、Ａ４

判の縦ファイルに綴じたものを提出すること。 

ア 様式第５号企業情報 



イ 様式第６号 LED 照明灯導入事業業務実績（契約書の写し等確認できる書類添付） 

ウ 様式第８号企画提案書 

仕様書に示す項目について提案すること。（独自の提案項目がある場合は併せて提案

可とする。） 

  エ 施工体制表（任意様式） 

オ 見積書（任意様式） 

各費用の積算が確認できる見積書。 

(5) 提出部数８部（正本１部副本７部） 

正本には記名・押印のこと。副本はコピー可とする。 

(6) 提出期限 上記「２．事業の概要（8）業務のスケジュール」のとおり 

(7) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、締切日に必着のこと。） 

受付時間は午前８時３０分から午後５時まで（土・日曜・祝日を除く） 

(8) 提出先 上記「２．事業の概要（7）本事業の担当課（事務局）」 

(9) 企画提案書等のポイント 

ア 地元企業の活用等 

ａ 地元企業を積極的に活用し、その活用方法は適切か 

イ 事業の進め方、体制 

ａ 共同事業体内における役割分担は明確になっているか 

ｂ 市との連絡及び調整が速やかに行える体制となっているか 

ｃ 適切な業務計画となっているか 

ｄ 業務の効率化を図り、工期を短縮させる努力がなされているか 

ウ 事業の提案額 

ａ 見積の記載内容に妥当性があり、提案額がより安価に設定されているか 

エ リース期間中の考え方 

ａ 照明灯の不具合等に迅速に対応できる維持管理体制の構築ができるか 

オ LED 導入による効果 

ａ 製品性能及び電気料金・CO2 削減量 

カ 過去の実績 

ａ 他自治体における LED 照明灯導入実績 

キ 独自の工夫 

ａ 参加者の提案に独自性があり筑紫野市にとって有益か 

 

9．優先交渉権者の選定について 

契約の優先交渉権者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とし、審査委員会において、

本要領で定める企画提案書等を審査し、契約の優先交渉権者１者を選定する。 

 



(1) 審査方法 

ア 提出書類及び企画提案内容等を審査した結果、契約の優先交渉権者１者を選定する。 

ａ 審査委員会において実施要領に基づき、プレゼンテーションを実施し審査する。 

ｂ 審査の順番は、原則として企画提案書の受付順とする。 

ｃ プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に行うこととし、追加提案の説明

や追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上で説明によるパソコン及

びプロジェクターの使用は許可する。その場合、スクリーン及びプロジェクターは市

が準備する。 

ｄ プレゼンテーションの実施にあたり、今後、新型コロナウィルス感染症の影響に伴

い県外移動規制等がかかる場合、オンラインでの参加も可能とする。なお、オンライ

ンに係る準備、設備等については参加者で用意すること。 

ｅ プレゼンテーションの開始時間、会場等詳細は後日連絡する。 

(2) 審査項目 

別紙「筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業プロポーザル審査要領」のとおりとす

る。 

(3) 審査結果の通知 

「２．事業の概要（8）業務のスケジュール」のとおり電子メールにて送信し通知すると

ともに正式な書面については、後日発送する。 

また、決定した優先交渉権者及び次点者については、市ホームページで公表する。 


